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『
作
法
集
』
所
収
「
地
鎮
々
壇
合
作
法
」
に
お
け
る
一
、
二
の
問
題

別

所

弘

淳

一
、
は
じ
め
に

　

智
山
伝
法
院
で
は
、
平
成
二
七
年
度
よ
り
「
作
法
集
研
究
会
」
と
い
う
研
究
会
を
立
ち
上
げ
、
そ
の
成
果
を
智
山
伝
法
院
選
書
『
作

法
集
の
解
説
』（
仮
題
）
と
し
て
ま
と
め
る
べ
く
活
動
し
て
い
る
。

　

本
稿
に
お
い
て
取
り
扱
う
「
地
鎮
々
壇
合
作
法
」
は
、
日
常
的
に
修
さ
れ
る
作
法
で
は
な
い
が
、
堂
宇
等
を
建
立
す
る
際
に
は
必

ず
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
東
密
の
建
築
に
お
け
る
重
要
な
作
法
で
あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
後
述
す
る
よ
う
に
、
古
来
よ
り
修
さ

れ
て
き
た
作
法
で
あ
り
、
伝
統
的
な
作
法
で
あ
る
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

し
か
し
、
複
数
の
次
第
を
比
較
し
て
み
る
と
、
い
く
つ
か
の
特
徴
的
な
相
違
点
が
見
い
だ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、

総
本
山
智
積
院
発
行
の
『
作
法
集
』
巻
下
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
地
鎮
々
壇
合
作
法
」
と
他
の
数
種
の
次
第
と
を
比
較
し
て
、
そ
の

相
違
点
に
つ
い
て
少
し
く
検
証
し
て
み
た
い
。
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二
、
地
鎮
々
壇
合
作
法
の
典
拠

　

そ
も
そ
も
、「
地
鎮
々
壇
合
作
法
」
が
如
何
な
る
作
法
な
の
か
と
い
え
ば
、「
合
作
法
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
理
解
さ
れ
る
通
り
、

「
地
鎮
法
」
と
「
鎮
壇
法
」
を
合
わ
せ
た
作
法
の
こ
と
で
あ
る
。
堂
宇
等
を
建
立
す
る
以
前
に
、
そ
の
土
地
を
結
界
し
て
鎮
め
る
地

堅
め
の
法
が
地
鎮
法
で
あ
り
、
建
立
の
後
に
土
壇
を
鎮
め
る
法
が
鎮
壇
法
で
あ
る
。
尚
、
一
般
家
屋
新
築
の
際
の
地
祭
り
は
土
公
供

と
い
い
、
屋
堅
め
を
鎮
宅
法
と
い
う
。
更
に
、
こ
の
鎮
宅
法
を
御
所
等
に
お
い
て
修
す
る
場
合
は
安
鎮
法
と
称
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
を

区
別
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
の
地
鎮
法
・
鎮
壇
法
に
つ
い
て
、
隆
誉
（
一
六
五
三
～
一
七
一
一
）
の
『
要
法
授
訣
鈔
』
巻
中
に
は
、

地
鎮
々
壇
法
、
堂
塔
仏
閣
禁
裏
殿
閣
建
立
時
修
法
也
。
中
地
鎮
法
、
堂
塔
仏
閣
等
未
レ
建
已
前
埋
二
鎮
物
一
作
法
。
鎮
壇
、
建
畢

未
レ
張
二
板
敷
一
已
前
埋
二
輪
・
橛
一
作
法
也
。
今
此
次
第
、
地
鎮
・
鎮
壇
格
別
修
レ
之
作
法
、
丁
寧
義
也
。
又
余
、
地
鎮
・
鎮
壇

合
行
修
レ
之
也（
１
）。

【
和
訳
】
地
鎮
々
壇
法
と
は
、
堂
塔
・
仏
閣
、
禁
裏
の
殿
閣
を
建
立
す
る
と
き
の
修
法
で
あ
る
。
中
の
地
鎮
法
と
は
、
堂
塔
な

ど
を
建
て
る
以
前
に
鎮
物
を
埋
め
る
作
法
で
あ
る
。
鎮
壇
と
は
、
堂
塔
な
ど
を
建
立
し
板
敷
を
張
る
以
前
に
輪
・
橛
を
埋
め
る

作
法
で
あ
る
。
今
の
こ
の
次
第
は
、
地
鎮
と
鎮
壇
と
を
別
々
に
修
す
る
作
法
で
あ
り
、
丁
寧
な
作
法
で
あ
る
。
他
に
も
、
地
鎮

と
鎮
壇
を
合
行
に
修
す
る
作
法
が
あ
る
。
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と
あ
る
通
り
、
地
鎮
法
・
鎮
壇
法
と
も
に
地
面
に
埋
納
す
る
も
の
が
定
め
ら
れ
、
ま
た
「
合
行
法
」
が
あ
る
こ
と
を
い
い
な
が
ら
も
、

地
鎮
法
と
鎮
壇
法
と
を
別
に
修
法
す
る
こ
と
が
丁
寧
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
地
鎮
法
・
鎮
壇
法
の
典
拠
と
し
て
、『
覚
禅
鈔
』
巻
九
二
で
は
『
聖
無
動
尊
安
鎮
家
国
等
法
』（
以
下
『
不
動
安
鎮
儀
軌
』）・

『
一
髻
尊
陀
羅
尼
経
』
を
挙
げ
て
い
る（
２
）。『

不
動
安
鎮
儀
軌
』
に
は
、
鎮
所
に
穴
を
掘
っ
て
輪
を
敷
き
、
そ
の
中
央
に
橛
を
立
て
て
槌

で
千
八
十
遍
叩
い
て
加
持
し
、
七
宝
・
五
穀
を
埋
め
る
儀
礼
が
説
か
れ
て
い
る（
３
）。

　

ま
た
『
一
髻
尊
陀
羅
尼
経
』
に
は
、
七
日
作
壇
法
の
四
日
目
の
儀
礼
と
し
て
、

次
第
四
日
、
用
二
牛
糞
香
泥
一
塗
二
其
地
一
竟
、
次
将
二
神
線
一
四
方
八
肘
一
匝
挽
レ
之
、
四
角
下
レ
点
。
更
以
二
神
線
一
従
二
東
北
角
一

至
二
西
南
角
一
、
従
二
東
南
角
一
至
二
西
北
角
一
交
叉
挽
レ
之
、
其
線
叉
中
下
レ
点
、
掘
レ
地
深
一
磔
許
、
埋
二
著
五
宝
并
及
五
穀
一
。

其
五
宝
者
、
�
�
（
中
略
）
�
�
。
言
二
五
穀
一
者
、
�
�
（
中
略
）
�
�
。
以
二
一
片
絹
一
共
裹
二
宝
・
穀
一
、
以
二
五
色
線
一
繋

レ
絹
埋
レ
之
。
其
五
色
線
一
頭
出
レ
地
長
五
指
許
。
此
宝
物
等
永
不
レ
得
レ
出（
４
）。

【
和
訳
】
次
に
第
四
日
に
、
牛
糞
香
泥
を
そ
の
地
に
塗
り
、
次
に
神
線
で
一
辺
八
肘
の
方
形
を
墨
打
ち
し
て
四
角
に
点
を
打
て
。

更
に
神
線
を
東
北
の
角
か
ら
西
南
の
角
、
東
南
の
角
か
ら
西
北
の
角
に
交
差
す
る
よ
う
に
墨
打
ち
し
、
そ
の
線
の
交
わ
る
と
こ

ろ
（
中
央
）
に
点
を
打
ち
、
そ
こ
の
地
を
一
磔
ば
か
り
掘
っ
て
、
五
宝
と
五
穀
を
埋
め
よ
。
五
宝
と
は
、
�
�
（
中
略
）

�
�
。
五
穀
と
は
、
�
�
（
中
略
）
�
�
。
一
片
の
絹
で
五
宝
・
五
穀
を
共
に
包
み
、
五
色
糸
で
絹
を
結
ん
で
こ
れ
を
埋
め
る

の
で
あ
る
。
五
色
糸
の
ひ
と
端
を
五
指
ば
か
り
地
に
出
せ
。
こ
の
宝
物
等
は
永
く
掘
り
出
し
て
は
い
け
な
い
。
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と
説
か
れ
、
鎮
所
の
中
央
に
絹
で
包
ん
だ
五
宝
・
五
穀
を
埋
め
る
こ
と
が
指
示
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
『
一
髻
尊
陀
羅
尼
経
』

の
記
述
は
、『
陀
羅
尼
集
経
』
巻
四
の
記
述（
５
）と

同
じ
で
あ
る
た
め
、
典
拠
と
し
て
は
『
一
髻
尊
陀
羅
尼
経
』
よ
り
も
『
陀
羅
尼
集
経
』

を
挙
げ
た
方
が
適
切
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。『
一
髻
尊
陀
羅
尼
経
』
を
敢
え
て
典
拠
と
し
た
理
由
は
不
明
で
あ
る
が
、『
一
髻
尊
陀
羅

尼
経
』
が
空
海
（
七
七
四
～
八
三
五
）
の
請
来
で
あ
る
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

ま
た
、『
陀
羅
尼
集
経
』
巻
一
二
に
お
い
て
も
、
七
日
作
壇
法
の
三
日
目
の
儀
礼
と
し
て
、
四
角
・
中
央
に
点
を
打
ち
中
央
に
穴

を
掘
り
、
絹
片
を
も
っ
て
七
宝
・
五
穀
を
包
ん
で
五
色
線
で
結
ん
で
そ
の
穴
に
埋
め
る
よ
う
指
示
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
儀
礼
と
上
述
の
『
陀
羅
尼
集
経
』
巻
四
と
の
記
述
は
、
第
三
日
目
・
第
四
日
目
の
相
違
、
五
宝
・
七
宝
の
相
違
は
あ
る
も
の

の
、
ほ
ぼ
同
じ
儀
礼
で
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る（
６
）。
し
か
し
、
こ
の
五
宝
と
七
宝
の
違
い
は
、
日
本
に
お
け
る
修
法
の
重
要
な
相

違
と
し
て
表
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、『
覚
禅
鈔
』
巻
九
二
に
は
、
支
度
物
と
し
て
「
五
宝　
　

金
・
銀
・
真
珠
・
頗
梨
・

商
佉（
７
）」

と
の
指
示
が
さ
れ
、
一
方
『
阿
娑
縛
抄
』
巻
一
七
三
で
は
「
五
宝　
金
一
分
・
銀
一
分
・
真
珠
三
粒
・

瑟
々
・
青
瑠
璃
・
頗
梨
・
水
精

」（
８
）と

あ
る
よ
う
に
、「
五
宝
」
と
さ
れ

な
が
ら
も
七
宝
を
用
い
る
よ
う
に
指
示
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
東
密
の
『
覚
禅
鈔
』
で
は
五
宝
が
、
台
密
の
『
阿
娑
縛
抄
』
で
は

七
宝
が
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

尚
、
こ
の
五
宝
・
七
宝
に
つ
い
て
更
に
一
言
付
し
て
お
く
な
ら
ば
、
森
郁
夫
氏
の
先
行
研
究
に
は
、
東
密
で
は
五
宝
や
五
穀
等
を

瓶
に
入
れ
て
埋
め
、
そ
れ
に
対
し
台
密
で
は
、
七
宝
等
を
絹
片
に
包
ん
で
埋
め
る
こ
と
が
そ
の
相
違
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る（
９
）。

確

か
に
東
密
で
は
、『
覚
禅
鈔
』
の
み
な
ら
ず
、
醍
醐
第
一
七
世
座
主
実
運
（
一
一
〇
五
～
一
一
六
〇
）
の
『
諸
尊
要
抄
』
や
元
海
（
一

〇
九
三
～
一
一
五
六
）
の
『
厚
造
紙
』
に
お
い
て
も
、
五
宝
等
を
瓶
に
入
れ
る
こ
と
が
指
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
台
密
の
著
作

で
あ
る
『
阿
娑
縛
抄
』
巻
一
七
三
に
も
、
支
度
物
に
「
銅
瓶
一
口）

1（
（

」
と
い
う
記
載
が
あ
り
、
ま
た
「
経
王
記
云
、
又
儲
二
五
宝
・
五
薬
・

五
香
・
五
穀
一
、
各
納
二
如
レ
瓶
物
一

）
11
（

。」（【
和
訳
】
第
四
十
一
世
天
台
座
主
賢
暹
（
一
〇
二
七
～
一
一
一
二）

12
（

）
の
『
経
王
記
』
に
は
、
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五
宝
・
五
薬
・
五
香
・
五
穀
を
そ
な
え
て
そ
れ
ぞ
れ
を
瓶
の
如
き
も
の
に
納
め
る
。）
と
説
か
れ
て
い
る
。
更
に
尊
円
親
王
（
一
二

九
八
～
一
三
五
六
）
の
『
門
葉
記
』
巻
二
九
に
は
、
穴
に
輪
・
橛
を
入
れ
た
後
の
作
法
と
し
て
、「
次
、
取
二
七
宝
一
散
二
於
輪
上
一

）
13
（

」（【
和

訳
】
次
に
七
宝
を
取
っ
て
輪
の
上
に
散
ず
る
）
と
あ
る
よ
う
に
、
台
密
に
お
い
て
も
、
瓶
に
納
め
る
作
法
や
、
絹
片
で
包
む
こ
と
な

く
散
じ
る
作
法
が
み
ら
れ
る
た
め
、
瓶
に
納
め
る
、
絹
片
で
包
む
こ
と
を
東
密
・
台
密
の
相
違
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ

ろ
う）

1（
（

。

　

ま
た
、
森
雅
秀
氏
の
『
マ
ン
ダ
ラ
の
密
教
儀
礼）

15
（

』
で
は
、
ア
バ
ヤ
ー
カ
ラ
グ
プ
タ
（A

bhayākaragupta

）
の
主
著
、『
ヴ
ァ
ジ

ュ
ラ
ー
ヴ
ァ
リ
ー
（V

ajrāvalī

：
金
剛
の
環
）
と
名
づ
け
る
マ
ン
ダ
ラ
儀
軌
書
』
に
お
け
る
マ
ン
ダ
ラ
を
つ
く
る
儀
礼
の
中
に
、
土

地
を
支
配
す
る
と
さ
れ
る
ヴ
ァ
ー
ス
ト
ナ
ー
ガ）

1（
（

（vāstunāga

：
家
屋
の
龍
）
の
右
脇
の
下
か
ら
距
離
一
ダ
ン
ダ
離
れ
た
と
こ
ろ
に

穴
を
掘
っ
て
土
の
中
の
不
純
物
を
取
り
除
い
て
土
地
を
浄
化
し
、
土
地
の
中
央
に
五
宝
・
五
薬
・
五
穀
を
埋
納
し
て
、
キ
ー
ラ
（
漢

訳
で
は
「
橛
」）
を
用
い
て
土
地
を
結
界
す
る
儀
礼
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
日
本
に
お
け
る
地
鎮
法
・
鎮
壇
法
と
密
接
な

関
係
に
あ
る
儀
礼
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

三
、
地
鎮
法
・
鎮
壇
法
と
地
鎮
々
壇
合
作
法

　

そ
れ
で
は
、
既
に
簡
略
に
触
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
地
鎮
法
・
鎮
壇
法
と
地
鎮
々
壇
合
作
法
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
か

検
討
し
て
い
き
た
い
。
ま
ず
地
鎮
法
と
鎮
壇
法
の
相
違
と
は
、
上
述
し
た
ご
と
く
、
堂
塔
仏
閣
な
ど
を
建
立
す
る
以
前
に
修
す
る
作

法
が
地
鎮
法
で
あ
り
、
堂
塔
仏
閣
等
建
立
以
後
、
板
敷
を
張
る
以
前
に
修
す
る
作
法
が
鎮
壇
法
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
を
個
別
に
行

う
こ
と
が
丁
寧
で
あ
る
が
、
地
鎮
法
・
鎮
壇
法
を
合
わ
せ
て
行
ず
る
「
合
行
の
作
法
」
が
あ
る
こ
と
も
既
に
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。

　

で
は
、
地
鎮
法
と
鎮
壇
法
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
か
と
い
え
ば
、『
諸
尊
要
抄
』
巻
一
五
に
は
、
小
野
の
仁
海
（
九
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五
一
～
一
〇
四
六
）
の
伝）

17
（

と
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

地
鎮
口
伝
云
小
野
記
、
不
レ
築
レ
壇
以
前
修
レ
之
。
金
剛
賢
瓶
一
口
五
寸
入
二
五
宝
等
一
覆
レ
蓋
、
以
二
五
色
糸
一
結
レ
之
。
誦
二
大
日
真
言
、

并
地
天
真
言
一
、
然
後
埋
二
之
於
本
地
一
。
以
二
五
色
玉
一
埋
二
于
地
四
方
一
。
五
穀
粥
二
桶
、
以
二
甘
露
法
味
真
言
一
加
二
持
之
一
。

一
桶
沃
二
壇
外
一
、
一
桶
沃
二
牆
外
四
至
一
。
即
乞
二
請
地
於
諸
神
地
主
一
也
。
二
桶
若
不
レ
足
者
、
可
レ
及
二
三
桶
一
云
云
。

鎮
壇
口
伝
云
小
野
説
、
次
築
レ
壇
建
レ
堂
之
後
修
レ
之
。
輪
八
枚
・
橛
八
本
埋
二
壇
八
方
一
。
輪
中
央
穿
レ
穴
入
二
橛
峯
一
令
レ
戴
立
レ
橛

埋
レ
之
也
。
先
自
二
東
方
一
可
レ
埋
レ
之
。
各
随
二
本
方
一
誦
二
八
方
天
真
言
一
可
レ
埋
レ
之
。
五
穀
粥
二
桶
沃
レ
之
作
法
如
レ
前
。
粥
地

鎮
・
鎮
壇
共
用
レ
之

。
已
上
前

後
両
度
修
二
地
鎮
・
鎮
壇
一
之
儀
也
。
所
レ
謂
地
鎮
埋
二
瓶
及
玉
一
不
レ
用
二
輪
・
橛
一
、
鎮
壇
埋
二
輪
・
橛
一
不
レ
埋
二
瓶
・
玉
等
一
也
。

若
前
不
レ
修
二
地
鎮
一
、
造
二
畢
堂
舍
一
之
後
、
一
度
行
二
鎮
壇
一
者
、
金
銅
瓶
埋
二
壇
中
心
一
、
輪
・
橛
可
レ
埋
二
八
方
一
。
玉
不
レ
埋

レ
之
云
云
。
近
代
多
者
、
別
不
レ
修
二
地
鎮
一
一
度
行
レ
之
云
云
）
18
（

。

【
和
訳
】
地
鎮
の
口
伝
（
仁
海
の
伝
）
に
云
う
に
は
、
壇
を
築
く
以
前
に
地
鎮
を
修
法
す
る
。
五
寸
の
金
剛
賢
瓶
一
口
に
五
宝

等
を
入
れ
て
蓋
を
覆
い
、
五
色
糸
で
こ
れ
を
結
ぶ
。
大
日
の
真
言
、
地
天
の
真
言
を
誦
し
、
そ
の
後
に
こ
れ
を
本
地
に
埋
め
る
。

ま
た
五
色
の
玉
を
地
の
四
方
に
埋
め
る
。
五
穀
粥
二
桶
を
、
甘
露
法
味
の
真
言
で
加
持
す
る
。
一
桶
は
壇
の
外
に
そ
そ
ぎ
、
一

桶
は
境
界
の
外
の
四
方
に
そ
そ
ぐ
。
即
ち
地
を
諸
神
・
地
主
に
請
う
の
で
あ
る
。
二
桶
で
足
り
な
い
な
ら
ば
、
三
桶
に
及
ぶ
べ

き
で
あ
る
。

鎮
壇
の
口
伝
（
仁
海
の
伝
）
に
云
う
に
は
、
次
に
壇
を
築
い
て
堂
を
建
て
た
後
に
鎮
壇
を
修
法
す
る
。
輪
八
枚
・
橛
八
本
を
壇

の
八
方
に
埋
め
る
。
輪
の
中
央
に
穴
を
あ
け
て
橛
峯
を
入
れ
て
（
輪
を
）
の
せ
、
橛
を
立
て
て
こ
れ
を
埋
め
る
の
で
あ
る
。
ま



『作法集』所収「地鎮々壇合作法」における一、二の問題

― 63 ―

ず
東
方
よ
り
こ
れ
を
埋
め
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
方
角
に
随
っ
て
八
方
天
の
真
言
を
誦
し
て
こ
れ
を
埋
め
る
べ
き
で

あ
る
。
五
穀
粥
二
桶
を
そ
そ
ぐ
（
作
法
は
前
の
地
鎮
の
通
り
で
あ
る
。
粥
は
地
鎮
・
鎮
壇
に
共
に
用
い
る
。）
以
上
が
壇
を
築

く
前
後
の
両
度
に
お
い
て
地
鎮
・
鎮
壇
を
修
法
す
る
儀
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
地
鎮
に
は
瓶
及
び
玉
を
埋
め
て
輪
・
橛
は
用
い
な

い
。
鎮
壇
に
は
輪
・
橛
を
埋
め
て
瓶
・
玉
等
は
埋
め
な
い
。
も
し
壇
を
築
く
前
に
地
鎮
を
修
法
せ
ず
、
堂
舎
を
建
て
た
後
に
一

度
に
鎮
壇
を
行
ず
る
の
で
あ
れ
ば
、
金
銅
瓶
を
壇
の
中
心
に
埋
め
、
輪
・
橛
を
八
方
に
埋
め
る
の
で
あ
る
。
玉
は
埋
め
な
い
。

近
代
の
多
く
は
、
別
に
地
鎮
を
修
法
せ
ず
、
一
度
に
こ
れ
を
行
じ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
仁
海
の
伝
に
よ
れ
ば
、
地
鎮
法
で
は
賢
瓶
・
五
色
玉
、
鎮
壇
法
で
は
輪
・
橛
を
埋
め
る
こ
と
が
、
そ
の
相
違
と
し
て

指
摘
さ
れ
、
も
し
合
行
に
修
す
る
場
合
は
、
瓶
・
輪
・
橛
を
埋
め
て
五
色
玉
は
用
い
な
い
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
仁
海
の

在
世
時
に
は
既
に
、「
丁
寧
の
義
」
と
さ
れ
る
地
鎮
法
と
鎮
壇
法
を
格
別
に
修
す
る
作
法
よ
り
も
、「
地
鎮
々
壇
合
行
法
」
が
修
さ
れ

る
ケ
ー
ス
が
多
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
森
郁
夫
氏
の
論
考
に
は
「
地
鎮
・
鎮
壇
供
養
事
例
一
覧
表
」
が
付
属
さ
れ
て
い
る）

1（
（

が
、
こ

の
表
に
は
五
色
玉
が
埋
納
さ
れ
た
事
例
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
現
行
の
『
作
法
集
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
地

鎮
々
壇
合
作
法
」
は
、
省
略
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
「
丁
寧
の
義
」
で
は
な
い
が
、
仁
海
の
時
世
以
前
よ
り
伝
わ
る
伝
統
的
な
修
法
で

あ
る
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
こ
の
埋
納
物
は
、『
要
法
授
訣
鈔
』
巻
中
に
、

修
二
此
法
一
無
レ
催
二
助
衆
一
、
唯
具
二
入
堂
弟
子
一
人
・
承
仕
二
人
一
。
是
為
レ
［
供
］
下
散
念
誦
間
埋
二
鎮
物
一
五
穀
粥
上
役
人
也）

2（
（

。
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【
和
訳
】
こ
の
法
を
修
す
る
に
あ
た
っ
て
は
助
衆
な
く
、
た
だ
弟
子
一
人
と
承
仕
二
人
の
み
を
具
す
。
こ
れ
は
散
念
誦
の
間
に

鎮
物
を
埋
め
て
五
穀
粥
を
供
ず
る
た
め
の
役
人
で
あ
る
。

と
あ
る
よ
う
に
、
修
法
の
「
散
念
誦
」
の
間
に
埋
納
物
を
埋
め
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
修
法
の
前
方
便
と
し
て
『
要
法

授
訣
鈔
』
巻
中
に
は
、

先
方
便
、
大
途
十
八
道
構
也
。
或
金
界
成
身
構
可
レ
修
也
。
法
、
地
天
法
也
。
是
祭
二
地
天
一
請
レ
地
故
矣
）
21
（

。

【
和
訳
】
ま
ず
前
方
便
は
概
ね
十
八
道
の
構
え
で
あ
る
。
或
い
は
金
剛
界
成
身
会
の
構
え
で
修
法
す
る
べ
き
で
あ
る
。
法
は
地

天
の
法
で
あ
る
。
こ
れ
は
地
天
を
祀
っ
て
地
を
請
う
た
め
で
あ
る
。

と
あ
る
通
り
、
十
八
道
或
い
は
金
剛
界
成
身
会
の
構
え
で
修
法
す
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。

四
、
各
次
第
に
お
け
る
修
法
の
比
較

　

そ
れ
で
は
、
実
際
に
数
種
の
次
第
を
現
行
の
『
作
法
集
』
と
比
較
し
て
み
た
い
。
た
だ
し
、
現
行
『
作
法
集
』
は
、
前
方
便
が
説

か
れ
る
の
み
で
、
埋
納
の
作
法
が
説
か
れ
て
い
な
い
た
め
、
前
方
便
の
み
を
比
較
す
る
こ
と
と
す
る
。

使
用
し
た
次
第
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・
現
行
『
作
法
集
』（
総
本
山
智
積
院
・
一
九
六
六
）

・
昭
和
三
一
年
版
『
作
法
集
』（
総
本
山
智
積
院
・
一
九
五
六
）

・
元
海
『
厚
造
紙
』（
大
正
七
八
・
二
七
八
頁
中
～
二
七
九
頁
中
）

・
勝
賢
・
守
覚
『
秘
鈔
』（
総
本
山
智
積
院
・
二
〇
〇
一
）

・
覚
禅
『
覚
禅
鈔
』（
大
正
図
像
五
・
三
五
二
頁
上
～
三
五
八
頁
中
）

※
現
行
『
作
法
集
』
は
、
昭
和
三
一
年
版
『
作
法
集
』
を
改
訂
再
版
し
た
も
の
で
あ
る
。

※
『
厚
造
紙
』
と
『
秘
鈔
』
は
全
く
同
じ
次
第
で
あ
っ
た）

22
（

た
め
、
ま
と
め
て
示
し
た
。

現
行
『
作
法
集
』

昭
和
三
一
年
版
『
作
法
集
』

『
厚
造
紙
』・『
秘
鈔
』

『
覚
禅
鈔
』

壇
前
普
礼

壇
前
普
礼

壇
前
普
礼

着
座
普
礼

着
座
普
礼

着
座
普
礼

着
座
普
礼

塗
香

塗
香

塗
香
三
部
被
甲
等

塗
香

三
密
観

三
密

浄
三
業

浄
三
業

浄
三
業

三
部

三
部

三
部

被
甲
護
身

被
甲

被
甲

加
持
香
水

加
持
香
水

加
持
香
水

加
持
香
水
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加
持
供
物

加
持
供
物

加
持
供
物

加
持
供
物

ら
ん
字
観

ラ
ン
字
観

覧
字
観

ラ
ン
字
観

観
仏

観
仏

観
仏

金
剛
起

金
剛
起

金
剛
起

普
礼

普
礼

祭
文

表
白

表
白

表
白

表
白

神
分

神
分

神
分

神
分

祈
願

祈
願

五
悔

五
悔

五
悔

五
悔

発
菩
提
心

発
菩
提
心

三
昧
耶

三
昧
耶

発
願

発
願

発
願

勧
請

五
大
願

五
大
願

五
大
願
等

五
大
願

普
供
養
印
明
三
力

普
供
養
三
力

誦
普
供
養
三
力
偈

勝
願

勝
願

勝
願

大
金
剛
輪

大
金
剛
輪

大
金
剛
輪
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金
剛
橛

地
結

地
結

地
結

四
方
結

四
方
結

四
方
結

四
方
結

驚
発
地
神
偈

地
神
偈

驚
発
地
神

誦
地
神
偈

勧
請
地
神

勧
請
地
神

勧
請
地
神

地
神
持
次
第

地
神
持
次
第

地
神
持
次
第

地
神
持
次
第

作
壇

作
壇

作
壇

作
壇

灑
浄

灑
浄

灑
浄

灑
浄

持
地

持
地

持
地

地
持

金
剛
部
三
昧
耶

金
剛
部
印
明

金
剛
部
三
昧
耶

道
場
観

道
場
観

道
場
観

道
場
観

大
虚
空
蔵

大
虚
空
蔵

大
虚
空
蔵

大
虚
空
蔵

小
金
剛
輪

小
金
剛
輪

小
金
剛
輪

送
車
輅

送
車
輅

送
車

送
車
輅

請
車
路

請
車
輅

請
車

請
車
輅

召
請

召
請

勧
請

大
鉤
召

四
明

四
明

四
明

拍
掌

拍
掌

拍
掌
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結
界

結
界

結
界

虚
空
網

虚
空
網

虚
空
網

火
院

火
院

火
院

大
三
昧
耶

大
三
昧
耶

大
三
昧
耶

閼
伽

閼
伽

閼
伽

閼
伽

花
座

花
座

花
座

荷
葉
座

荷
葉
座

荷
葉
座

振
鈴

振
鈴

振
鈴

振
鈴

五
供

　

理
供

　

事
供

五
供

　

理
供

　

事
供

五
供
養

五
供
印
明

　

現
供

召
請
印

開
地
獄
門
及
咽
喉
印

讃
　

四
智

　

不
動

　

天
竜
八
部

讃
　

四
智

　

不
動

　

或
天
竜
八
部

讃

讃
　

諸
天

普
供
養
三
力

普
供
養
三
力

普
供
養

普
供
養
三
力
偈
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祈
願

祈
願

祈
願

礼
仏

礼
仏

礼
仏

入
我
々
入

入
我
々
入

本
尊
加
持

　

不
動

　
　

独
鈷
印
火
界
呪

　
　

剣
印
慈
救
呪

　

地
天
印

本
尊
加
持

　

不
動

　
　

独
鈷
印
火
界
呪

　
　

剣　

印
慈
救
呪

　

地
天

本
尊
加
持

　

地
天
真
言

正
念
誦
（
地
天
呪
）

正
念
誦
（
慈
救
呪
）

正
念
誦
（
地
天
）

本
尊
加
持
（
前
の
如
し
）

本
尊
加
持
（
如
前
）

本
尊
加
持
（
如
上
）

字
輪
観

　

五
大

字
輪
観

　

カ
ン
字　

若
五
大

字
輪
観

　

五
大

本
尊
加
持

　

大
日
印
明

　

不
動
印
明

　
　

根
本
印
火
界
呪

　
　

剣　

印
慈
救
呪

本
尊
加
持

　

大
日
（
胎
）

　

不
動
印
明

　
　

根
本
印
火
界
呪

　
　

剣　

印
慈
救
呪

不
動
明
王
印
真
言

本
尊
加
持
（
如
上
）

地
天

地
天

地
天

八
方
天
（
或
略
之
）

八
方
天
（
或
略
之
）
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仏
眼
印
言

仏
眼
印
言

散
念
誦

　

仏
眼

　

大
日
胎

　

不
動

　

地
天

　

八
方
天

　

仏
慈
護

　

法
施

　
　

心
経

　
　

尊
勝
陀
羅
尼

　

大
金
剛
輪

　

一
字
金
輪

　

般
若
無
尽
蔵

散
念
誦

　

仏
眼

　

大
日
胎

　

不
動

　

馬
頭

　

金
剛
部
三
昧
耶

　

地
天

　

八
方
天

　

仏
慈
護

　

法
施

　
　

心
経

　
　

尊
勝
陀
羅
尼

　

大
金
剛
輪

　

一
字
金
輪

　

般
若
無
尽
蔵

散
念
誦

　

①
仏
眼

　

②
大
日

　

④
不
動

　

⑤
馬
頭

　

⑥
金
剛
部
明

　

⑦
地
天

　

⑧
八
方
天

　

③
仏
慈
護

　

⑨
法
施

　
　

尊
勝
陀
羅
尼

　
　

三
昧
耶
戒
真
言

　
　

宝
号
等

散
念
誦

　

①
仏
眼

　

②
大
日

　

③
不
動

　

④
本
尊
（
地
天
）

　

⑤
八
方
天
真
言

　

⑥
尊
勝
陀
羅
尼

　

⑦
一
字
金
輪

後
供
養

　

理
供

　

事
供

後
供
養

　

理
供

　

事
供

後
供
養

後
供
養

　

理
供

　

事
供

閼
伽

閼
伽
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後
鈴

後
鈴

後
鈴

讃

讃

讃

讃

普
供
養
三
力

普
供
養
三
力

普
供
養
三
力
偈

祈
願

祈
願

祈
願

礼
仏

礼
仏

礼
仏

礼
仏

廻
向

回
向

廻
向

廻
向

廻
向
方
便

解
界

解
界

解
界

撥
遣

撥
遣

撥
遣

撥
遣

三
部
被
甲
等

三
部　

被
甲

普
礼

普
礼

　

こ
の
表
を
見
て
み
る
と
、
ま
ず
現
行
『
作
法
集
』
と
昭
和
三
一
年
版
『
作
法
集
』
は
、
ほ
ぼ
同
じ
作
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。
し
か
し
後
述
す
る
よ
う
に
、
い
く
つ
か
相
違
す
る
点
も
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
現
行
『
作
法
集
』
と
『
厚
造
紙
』・『
秘
鈔
』、『
覚

禅
鈔
』
を
比
較
し
て
み
る
と
、『
厚
造
紙
』・『
秘
鈔
』・『
覚
禅
鈔
』
で
は
、
現
行
の
次
第
に
挙
げ
ら
れ
る
作
法
が
し
ば
し
ば
抜
け
て

い
る
―
例
え
ば
『
覚
禅
鈔
』
の
「
四
明
」
～
「
大
三
昧
耶
」、『
厚
造
紙
』・『
秘
鈔
』
の
「
祈
願
」
～
「
字
輪
観
」
―
こ
と
が
理
解
さ

れ
る
が
、
こ
れ
が
表
記
と
し
て
省
略
さ
れ
た
だ
け
で
実
際
に
は
修
さ
れ
て
い
た
の
か
、
そ
も
そ
も
修
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
か
は
判

然
と
し
な
い
。
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そ
れ
で
は
、
以
下
に
特
徴
的
な
相
違
を
指
摘
し
て
み
た
い
。

・『
覚
禅
鈔
』
に
の
み
「
祭
文
」
が
説
か
れ
る
。

・『
厚
造
紙
』・『
秘
鈔
』
に
の
み
「
勧
請
地
神
」
が
説
か
れ
な
い
。

・
現
行
『
作
法
集
』
の
み
「
金
剛
部
三
昧
耶
（
金
剛
部
印
明
）」
が
説
か
れ
な
い
。

・『
覚
禅
鈔
』
に
の
み
「
召
請
印
」・「
開
地
獄
門
及
咽
喉
印
」
が
説
か
れ
る
。

・
昭
和
三
一
年
版
『
作
法
集
』
は
「
正
念
誦
」
に
お
い
て
「
慈
救
呪
」
を
唱
え
、
現
行
『
作
法
集
』、『
覚
禅
鈔
』
で
は
「
地
天
呪
」

を
唱
え
て
い
る
。

　

ま
ず
『
覚
禅
鈔
』
に
の
み
「
祭
文
」
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
現
行
『
作
法
集
』・
昭
和
三
一
年
版
『
作
法
集
』
に
「
口
云
表

白
次
に
祭
文
あ
る
べ
し）

23
（

」
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
に
「
祭
文
」
を
設
け
る
こ
と
が
口
伝
と
し
て
伝
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
理
解
さ

れ
る
。
ま
た
、『
要
法
授
訣
鈔
』
巻
中
に
は
、

此
法
、
大
途
不
レ
用
二
祭
文
一
。
尓
古
禁
裏
或
公
家
営
建
時
、
修
二
此
法
一
有
下
施
主
作
二
祭
文
一
述
二
諸
願
意
趣
一
送
中
阿
闍
梨
上
。
是

以
若
有
二
祭
文
一
表
白
次
可
レ
読
也）

2（
（

。

【
和
訳
】
こ
の
法
で
は
多
く
の
場
合
に
祭
文
を
用
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
古
く
は
禁
裏
や
公
家
の
営
造
の
時
に
、
こ
の
法

を
修
法
す
る
に
、
施
主
が
祭
文
を
作
っ
て
諸
願
の
意
向
を
述
べ
て
、
そ
れ
を
阿
闍
梨
に
送
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
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も
し
祭
文
が
あ
る
場
合
に
は
表
白
の
次
に
読
む
べ
き
で
あ
る
。

と
あ
る
よ
う
に
、
主
に
禁
裏
・
公
家
の
営
造
の
際
に
祭
文
が
用
い
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

次
に
、『
厚
造
紙
』・『
秘
鈔
』
に
の
み
「
勧
請
地
神
」
が
説
か
れ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。
そ
も
そ
も
、
こ
の
勧

請
地
神
は
、
胎
蔵
法
に
「
作
壇
の
儀
礼）

25
（

」
の
ひ
と
つ
と
し
て
説
か
れ
る
作
法
で
あ
り
、『
厚
造
紙
』・『
秘
鈔
』
以
外
の
次
第
に
は
、「
驚

発
地
神
偈
」・「
勧
請
地
神
」・「
地
神
持
次
第
」・「
作
壇
」・「
灑
浄
」・「
地
持
」
と
、
作
壇
の
儀
礼
が
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
作
壇
の

儀
礼
は
、
ま
ず
驚
発
地
神
偈
・
勧
請
地
神
に
よ
り
土
地
の
地
神
を
驚
発
し
勧
請
し
て
、
地
神
持
次
第
に
よ
っ
て
そ
の
土
地
を
加
持
す

る
。
そ
し
て
作
壇
に
よ
り
壇
を
築
き
、
灑
浄
・
持
地
に
よ
り
壇
を
浄
め
堅
固
に
保
つ
の
で
あ
る
。

『
厚
造
紙
』・『
秘
鈔
』
に
勧
請
地
神
が
説
か
れ
て
い
な
い
理
由
を
確
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
胎
蔵
法
の
次
第
が
説
か
れ
る

『
青
龍
軌
』
巻
上
に
は
勧
請
地
神
の
作
法
が
説
か
れ
て
い
な
い）

2（
（

。
ま
た
、
教
舜
（
？
～
一
二
六
四
～
？
）
の
『
胎
蔵
界
口
伝
鈔
』
巻

上
に
は
、「
常
喜
院
云
、
次
勧
請
地
神
諸
軌
未
レ
見
レ
之）

27
（

。」
と
、
常
喜
院
心
覚
（
一
一
一
七
～
一
一
八
〇
）
の
伝
と
し
て
、
諸
々
の

儀
軌
に
勧
請
地
神
が
説
か
れ
て
い
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
胎
蔵
法
の
う
ち
、
勧
請
地
神
が
説
か
れ
な
い
次

第
を
参
考
に
し
て
、『
厚
造
紙
』・『
秘
鈔
』
に
記
さ
れ
た
次
第
が
編
纂
さ
れ
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

　

次
に
、
現
行
『
作
法
集
』
に
の
み
「
金
剛
部
三
昧
耶
（
金
剛
部
印
明
）」
が
説
か
れ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。
ま
ず
、

こ
の
金
剛
部
三
昧
耶
（
金
剛
部
印
明
）
が
如
何
な
る
印
・
真
言
な
の
か
と
い
え
ば
、
昭
和
三
一
年
版
『
作
法
集
』
に
は
、「
次
金
剛

部
三
昧
耶）

28
（

」、『
厚
造
紙
』・『
秘
鈔
』
に
は
「
金
剛
部
印
明）

2（
（

」
と
の
み
記
さ
れ
、
印
・
真
言
に
つ
い
て
の
記
載
は
な
い
。
し
か
し
、『
覚

禅
鈔
』
巻
九
二
に
は
以
下
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。
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次
金
剛
部
三
昧
耶
。
二
手
、
左
覆
、
右
仰
、
合
レ
背
相
著
。
以
二
右
大
指
一
叉
二
左
小
指
一
、
以
二
右
小
指
一
叉
二
左
大
指
一
。
中
間

六
指
博
著
二
手
腕
一
、
如
二
三
鈷
杵
形
一
。
結
印
已
、
想
二
金
剛
蔵
菩
薩
相
好
威
光
、
并
無
量
執
金
剛
眷
属
囲
繞
一
。
誦
二
真
言
一
順

逆
此
印
旋
転
云
々

真
言
曰

唵
嚩
日
盧
二
引
合

納
波
二合

縛
耶
娑
縛
二
引
合

賀）
3（
（

【
和
訳
】
次
に
金
剛
部
三
昧
耶
。
二
手
、
左
は
覆
い
、
右
は
仰
ぎ
、
背
を
合
わ
せ
て
つ
け
よ
。
右
の
大
指
で
左
の
小
指
を
交
え
、

右
の
小
指
で
左
の
大
指
を
交
え
よ
。
中
間
の
六
指
は
広
げ
て
手
腕
に
つ
け
、
三
鈷
杵
の
形
の
如
く
せ
よ
。
印
を
結
び
終
わ
っ
た

ら
、
金
剛
蔵
菩
薩
の
相
好
威
光
、
無
量
の
執
金
剛
眷
属
の
囲
繞
す
る
こ
と
を
観
想
せ
よ
。
真
言
を
誦
し
順
逆
に
こ
の
印
を
旋
転

せ
よ
。

真
言
に
曰
く
、
オ
ン
バ
ゾ
ロ
ド
ハ
ン
バ
ヤ
ソ
ワ
カ

　

ま
た
、
川
崎
大
師
教
学
研
究
所
所
蔵
の
道
範
作
と
さ
れ
る
次
第
、『
地
鎮
祭
文
幷
札
次
第
』
に
お
い
て
も
、「
次
金
剛
部
三
昧
耶
如
常

護
身
法
第
四
也

）
31
（

」
と
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
金
剛
部
三
昧
耶
の
印
・
真
言
は
、
護
身
法
に
お
け
る
「
金
剛
部
三
昧
耶
」
と
同
じ
で

あ
る
。

　

一
方
で
、『
要
法
授
訣
鈔
』
巻
中
に
は
、

金
剛
部
三
昧
耶　

金
界
金
剛
部
心
三
昧
耶
印
言
也
。
内
縛
立
二
左
大
指
一
。
唵
嚩
日
羅
○
地
力
迦
○
娑
縛
賀）

32
（
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【
和
訳
】
金
剛
部
三
昧
耶　

金
剛
界
の
金
剛
部
心
三
昧
耶
の
印
・
真
言
で
あ
る
。
内
縛
し
て
左
の
大
指
を
立
て
よ
。
オ
ン
バ
ザ

ラ
チ
リ
キ
ヤ
ソ
ワ
カ

と
、
金
剛
界
法
の
金
剛
部
心
三
昧
耶
の
印
・
真
言
を
用
い
る
と
説
か
れ
、『
覚
禅
鈔
』
等
と
は
相
違
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、

動
潮
（
一
七
〇
九
～
一
七
九
五
）『
三
宝
院
流
洞
泉
相
承
口
決
』
巻
一
一
に
は
、

金
剛
部
印
明　

金
剛
界
金
剛
部
三
昧
耶
印
明
也
。
此
金
剛
持
遍
礼
印
故
用
レ
之
。
真
言
、
喝
沙
憧
紅
逓
泗
爾）

33
（

【
和
訳
】
金
剛
部
印
明　

金
剛
界
金
剛
部
三
昧
耶
の
印
明
で
あ
る
。
こ
れ
は
金
剛
持
遍
礼
の
印
で
あ
る
故
に
こ
れ
を
用
い
る
の

で
あ
る
。
真
言
、
オ
ン
バ
ザ
ラ
チ
リ
キ
ヤ
ソ
ワ
カ

と
、『
要
法
授
訣
鈔
』
と
同
じ
真
言
が
説
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
一
方
で
「
金
剛
持
遍
礼
印
」
と
も
あ
る
。
こ
の
金
剛
持
遍
礼
印
は
、

金
剛
界
法
に
お
い
て
、
一
切
如
来
を
礼
拝
す
る
作
法
と
し
て
説
か
れ
る
も
の
で
あ
り
、
真
言
「
オ
ン　

バ
ザ
ラ
ビ
ツ　

オ
ン　

サ
ラ

バ
タ
タ
ギ
ャ
タ
キ
ャ
ヤ
バ
キ
シ
ッ
タ
バ
ザ
ラ
バ
ン
ダ
ナ
ン
キ
ャ
ロ
ミ　

オ
ン　

バ
ザ
ラ
ビ
ツ
」
を
唱
え
、
護
身
法
の
金
剛
部
三
昧
耶

印
を
結
び
、
垂
帯
・
舞
儀
・
金
剛
合
掌
の
所
作
を
行
う
作
法
で
あ
る
。
こ
の
作
法
で
は
護
身
法
の
金
剛
部
三
昧
耶
印
を
用
い
る
こ
と

か
ら
、
動
潮
は
、
地
鎮
々
壇
作
法
に
お
け
る
金
剛
部
三
昧
耶
の
印
相
を
、
護
身
法
に
用
い
る
三
鈷
杵
の
印
で
あ
る
と
想
定
し
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、『
要
法
授
訣
鈔
』
と
真
言
は
同
じ
で
あ
る
が
、
印
相
が
異
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。



現代密教　第28号

― 76 ―

　

こ
の
金
剛
部
三
昧
耶
の
印
・
真
言
が
な
ぜ
相
違
し
て
い
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
髙
井
観
海
氏
・
布
施
浄
慧
氏
は
、
共
に
『
要

法
授
訣
鈔
』
の
記
述
を
支
持
し
て
い
る）

3（
（

。
ま
た
、
こ
の
金
剛
部
三
昧
耶
の
作
法
が
、
現
行
の
『
作
法
集
』
に
の
み
説
か
れ
て
い
な
い

理
由
も
不
明
で
あ
る
が
、
川
崎
大
師
教
学
研
究
所
所
蔵
の
『
鎮
壇
法
地
鎮
々
壇
合
行
法
』
に
は
、

異
本
、
勧
請
地
神
前
地
神
偈
加
也
如
何
。
但
地
神
偈
加
本
、
末
金
剛
三
昧
ヤマ
マ

無
レ
之）

35
（

。

【
和
訳
】
異
本
に
、
勧
請
地
神
の
前
に
地
神
偈
を
加
え
る
と
あ
る
の
は
如
何
な
る
こ
と
か
。
但
し
、
地
神
偈
を
加
え
た
本
に
は
、

末
の
金
剛
部
三
昧
耶
が
な
い
。

と
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
『
鎮
壇
法
地
鎮
々
壇
合
行
法
』
の
次
第
が
、
書
写
年
代
や
何
れ
の
流
派
の
次
第
で
あ
る
の
か
を
判
別
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
が
、
こ
の
次
第
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
次
の
三
種
の
次
第
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

地
神
偈
（
驚
発
地
神
偈
）

―
地
神
偈
（
驚
発
地
神
偈
）

勧
請
地
神

勧
請
地
神

勧
請
地
神

地
神
持
次
第

地
神
持
次
第

地
神
持
次
第

作
壇

作
壇

作
壇

灑
浄

灑
浄

灑
浄

地
持

地
持

地
持

金
剛
部
三
昧
耶

金
剛
部
三
昧
耶

―
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表
の
上
段
は
、
昭
和
三
一
年
版
『
作
法
集
』
の
他
、
多
く
の
次
第
に
記
載
さ
れ
て
い
る
作
法
で
あ
る
。
中
段
は
、『
鎮
壇
法
地
鎮
々
壇

合
行
法
』
に
お
い
て
「
異
本
」
と
呼
称
さ
れ
る
次
第
で
あ
り
、
下
段
は
、『
鎮
壇
法
地
鎮
々
壇
合
行
法
』
に
お
い
て
参
照
し
た
と
さ
れ
る
、「
地

神
偈
を
加
え
た
本
」
の
次
第
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
下
段
に
示
し
た
次
第
は
、
こ
の
七
つ
の
作
法
に
関
し
て
は
現
行
『
作
法
集
』
と
全
く
同
じ
構
成
で
あ
る
と
い
え

る
。
現
行
『
作
法
集
』
を
用
い
て
行
わ
れ
た
伝
授
の
中
に
は
、「
次
第
に
金
剛
部
三
昧
耶
が
な
く
と
も
、
地
持
の
後
に
金
剛
部
三
昧

耶
を
加
え
る
べ
き
」
と
の
伝
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
現
行
『
作
法
集
』
以
外
に
も
金
剛
部
三
昧
耶
の
作
法
が
説
か
れ
て
い
な
い

次
第
が
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

次
に
、『
覚
禅
鈔
』
に
の
み
「
召
請
印
」・「
開
地
獄
門
及
咽
喉
印
」
が
説
か
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。
ま
ず
、
こ

の
二
つ
が
如
何
な
る
作
法
な
の
か
と
い
え
ば
、『
覚
禅
鈔
』
巻
九
二
に
は
以
下
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。

次
召
請
印　

右
手
大
中
面
捻
、
余
三
相
去
少
曲
。

　

呪
曰
無
尽
如
二
雲
集
一
、
以

二
大
悲
願
一
誦
七
返　
　

誇
姿
歩
引
歩
利
迦
利
跢
利
怛
他
蘖
多
耶

次
開
地
獄
門
及
咽
喉
印　

左
手
執
二
食
器
一
、
右
手
弾
指
。
大
頭
捻
余
三
指
開
立
少
曲
。

　

呪
曰　
　

喝
歩
々
帝
引
里
迦
［
里
］
多
里
怛
他
蘖
多
耶

　

或
師
云
、
飯
仏
供
取
二
右
手
一
居
用
二
此
印
言
一
云
々
）
3（
（

【
和
訳
】
次
に
召
請
印　

右
手
の
大
指
・
中
指
の
面
を
捻
し
、
余
の
三
指
は
離
し
て
少
し
曲
げ
る
。

呪
に
い
わ
く
（
無
尽
に
雲
集
す
る
が
如
く
、
大
悲
の
願
を
も
っ
て
誦
す
る
こ
と
七
返
）、
ノ
ウ
ボ
ウ
ボ
ホ
リ
キ
ヤ
リ
タ
リ
タ
タ
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ギ
ヤ
タ
ヤ

次
に
開
地
獄
門
及
咽
喉
印　

左
手
に
食
器
を
と
り
、
右
手
弾
指
す
。
大
指
・
頭
指
捻
し
て
余
の
三
指
は
開
き
立
て
少
し
曲
げ
る
。

呪
に
い
わ
く
、
オ
ン
ボ
ホ
テ
イ
リ
キ
ヤ
［
リ
］
タ
リ
タ
タ
ギ
ヤ
タ
ヤ

あ
る
師
が
言
う
に
は
、
飯
仏
供
を
右
手
に
取
り
居
し
て
こ
の
印
・
真
言
を
用
い
る
と
。

　

こ
の
真
言
は
、
施
餓
鬼
法
で
用
い
ら
れ
る
「
普
集
餓
鬼
印
」・「
開
咽
喉
印
」
の
真
言
で
あ
り
、
施
餓
鬼
法
で
は
普
集
餓
鬼
印
に
よ

っ
て
餓
鬼
を
招
き
集
め
、
開
咽
喉
印
に
よ
っ
て
餓
鬼
の
喉
を
開
く
作
法
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
。
一
方
、
地
鎮
々
壇
作
法
に
お
け
る

召
請
印
は
、『
要
法
授
訣
鈔
』
巻
中
に
、

次
召
請
印　

本
尊
召
請
印
明
、
先
既
有
二
大
鉤
召
一
故
、
今
眷
属
召
請
也
。
�
�
（
中
略
）
�
�
無
尽
如
雲
等
、
是
述
二
地
天
眷

属
如
レ
雲
来
集
儀
一
也）

37
（

。

【
和
訳
】
次
に
召
請
印
。
本
尊
（
地
天
）
を
召
請
す
る
印
明
は
、
先
に
既
に
「
大
鉤
召
」
が
あ
る
た
め
、
今
こ
こ
で
は
眷
属
を

召
請
す
る
の
で
あ
る
。
�
�
（
中
略
）
�
�
（『
覚
禅
鈔
』
の
）「
無
尽
如
雲
」
等
と
は
、
地
天
の
眷
属
が
雲
の
如
く
来
集
す
る

こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
、
先
に
修
し
た
大
鉤
召
に
よ
っ
て
地
天
を
召
請
し
、
こ
の
召
請
印
に
よ
っ
て
地
天
の
眷
属
を
召
請
す
る
と
説
か
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、「
開
地
獄
門
及
咽
喉
印
」
の
印
相
に
つ
い
て
は
、
施
餓
鬼
法
で
は
「
五
指
を
の
べ
て
大
指
と
中
指
を
捻
し
、
大
指
中
指
で
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弾
指
す
る
」
と
さ
れ
る
が
、『
覚
禅
鈔
』
で
は
「
大
指
と
頭
指
で
弾
指
す
る
」
と
あ
り
相
違
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
『
要
法

授
訣
鈔
』
巻
中
に
、「
以
二
大
指
一
摺
二
風
指
側
一
而
弾
指
也
。
施
餓
鬼
時
大
・
中
ス
ル
ト
同
也）

38
（

。」（【
和
訳
】
大
指
で
風
指
の
は
し
を
摺

っ
て
弾
指
す
る
。
施
餓
鬼
の
時
の
大
指
と
中
指
を
摺
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。）
と
説
か
れ
、
印
相
は
異
な
る
が
同
じ
目
的
で
修
さ
れ

る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

次
に
、
昭
和
三
一
年
版
『
作
法
集
』
と
現
行
『
作
法
集
』・『
覚
禅
鈔
』
と
で
は
、「
正
念
誦
」
に
お
い
て
用
い
る
真
言
が
相
違
す

る
こ
と
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。
こ
の
相
違
は
、
本
尊
と
す
る
尊
格
が
異
な
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
重
要
な
相
違

で
あ
る
と
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
現
行
『
作
法
集
』・『
覚
禅
鈔
』
で
は
地
天
を
本
尊
と
し
て
い
る
が
、

昭
和
三
一
年
版
『
作
法
集
』
で
は
不
動
明
王
を
本
尊
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
尚
、『
要
法
授
訣
鈔
』
巻
中
に
は
、「
法
、
地
天
法
也
。

是
祭
二
地
天
一
請
レ
地
故
矣
）
3（
（

。」
と
説
か
れ
る
こ
と
か
ら
、『
要
法
授
訣
鈔
』
で
は
地
天
を
本
尊
と
し
て
い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
こ
の
本
尊
の
相
違
は
、「
道
場
観
」
や
「
字
輪
観
」
に
お
け
る
観
想
に
も
表
れ
て
い
る
。
ま
ず
、『
覚
禅
鈔
』
巻
九
二
の
道

場
観
で
は
、
以
下
の
よ
う
に
観
想
し
て
い
る
。

結
二
如
来
拳
印
一
。
観
、
壇
上
有
二
完
字
一
、
変
成
二
荷
葉
座
一
。
座
上
有
二
綱
字
一
、
変
成
レ
鉢
。
鉢
変
成
二
地
天
一

）
（（
（

。

【
和
訳
】
如
来
拳
印
を
結
ぶ
。
観
ぜ
よ
、
壇
上
に
ア
ク
字
が
あ
り
、
変
じ
て
荷
葉
座
と
な
る
。
そ
の
座
の
上
に
ビ
リ
字
が
あ
り
、

変
じ
て
鉢
と
な
る
。
そ
の
鉢
が
変
じ
て
地
天
と
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、『
覚
禅
鈔
』
で
は
、
本
尊
を
明
確
に
地
天
と
定
め
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
一
方
で
、
昭
和
三
一
年
版
『
作
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法
集
』
で
は
、
以
下
の
道
場
観
の
観
想
が
説
か
れ
て
い
る
。

壇
中
有
二
瑟
々
座
一
。
座
上
有
二
ウ
ン
字
一
、
反
成
二
不
動
明
王
一
。
四
臂
具
足
。
其
前
有
二
荷
葉
座
一
。
座
上
有
二
ビ
リ
字
一
、
反
成

二
賢
瓶
一
。
瓶
反
成
二
地
天
一

）
（1
（

。

【
和
訳
】
壇
の
中
に
瑟
々
座
が
あ
る
。
そ
の
座
の
上
に
ウ
ン
字
が
あ
り
、
変
じ
て
不
動
明
王
と
な
る
。
四
臂
を
具
足
し
て
い
る
。

そ
の
前
に
荷
葉
座
が
あ
る
。
そ
の
座
の
上
に
ビ
リ
字
が
あ
り
、
変
じ
て
賢
瓶
と
な
る
。
そ
の
瓶
が
変
じ
て
地
天
と
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
昭
和
三
一
年
版
『
作
法
集
』
で
は
、
ま
ず
四
臂
の
不
動
明
王
を
観
想
し
、
そ
の
不
動
明
王
の
前
面
に
地
天
を
観
想

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
道
場
観
に
お
い
て
不
動
明
王
を
観
想
す
る
こ
と
の
有
無
が
本
尊
の
相
違
に
繋
が
る
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
現
行
『
作
法
集
』
の
道
場
観
は
、
昭
和
三
一
年
版
『
作
法
集
』
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
現
行
『
作
法
集
』
が

昭
和
三
一
年
版
の
改
訂
再
版
で
あ
る
た
め
、
昭
和
三
一
年
版
の
文
言
を
、
現
行
『
作
法
集
』
が
踏
襲
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
昭
和
三
一
年
版
と
現
行
の
『
作
法
集
』
で
は
、
道
場
観
に
お
け
る
観
想
は
同
じ
で
あ
る
が
、
観
想
し
た
不

動
明
王
と
地
天
の
ど
ち
ら
を
本
尊
と
す
る
か
が
相
違
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
尚
、
こ
こ
で
観
想
す
る
不
動
明
王
は
「
四
臂
具
足
」
と

あ
る
が
如
く
、
四
臂
の
不
動
明
王
で
あ
る
。
こ
れ
は
上
述
し
た
地
鎮
法
の
典
拠
、『
不
動
安
鎮
儀
軌）

（2
（

』
に
説
か
れ
る
不
動
明
王
が
四

臂
で
あ
る
こ
と
が
由
来
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、「
字
輪
観
」
に
つ
い
て
も
、
現
行
『
作
法
集
』・『
覚
禅
鈔
』
で
は
「
五
大
」、
す
な
わ
ち
、「
ア
・
バ
・
ラ
・
カ
・
キ
ャ
」
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の
五
字
を
観
想
す
る
と
説
か
れ
て
い
る
が
、
昭
和
三
一
年
版
『
作
法
集
』
で
は
「
字
輪
観
」
に
お
い
て
「
カ
ン
字　

若
五
大）

（3
（

」
と
あ

る
よ
う
に
、「
カ
ン
字
」
を
観
想
す
る
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
本
尊
が
相
違
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
字
輪
観
に
お
い
て

観
想
す
る
梵
字
も
相
違
す
る
の
で
あ
る
。

五
、
結
語

　

以
上
、
現
行
『
作
法
集
』
所
収
の
「
地
鎮
々
壇
合
作
法
」
と
他
の
次
第
と
を
比
較
し
、
そ
の
相
違
点
に
つ
い
て
聊
か
検
討
を
加
え

て
き
た
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
次
第
に
お
い
て
説
か
れ
る
作
法
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

特
に
現
行
『
作
法
集
』
と
昭
和
三
一
年
版
『
作
法
集
』
と
で
は
、
次
第
の
変
化
こ
そ
少
な
い
も
の
の
、
発
行
年
が
一
〇
年
し
か
変
わ

ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
尊
と
し
て
立
て
る
尊
格
ま
で
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
「
金
剛
部
三
昧
耶
」
の
よ
う
に
、
作

法
（
印
・
真
言
）
が
異
な
る
も
の
も
見
受
け
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
本
稿
で
は
問
題
が
繁
雑
に
な
っ
て
し
ま
う
た
め
比
較
・
検
討
し
な
か
っ
た
が
、『
覚
禅
鈔
』
巻
九
二
に
は
「
地
鎮
法
」
に

お
い
て
用
い
ら
れ
る
「
五
色
玉
」
に
つ
い
て
、「
小
野
説
、
埋
二
加
五
色
玉
一
、
広
沢
伝
、
五
色
石
云
々
）
（（
（

」（【
和
訳
】
小
野
流
の
説
で
は

加
え
て
五
色
玉
を
埋
め
、
広
沢
流
の
伝
で
は
五
色
石
で
あ
る
。）
と
あ
り
、
ま
た
『
伝
流
抄
』
巻
一
〇
の
金
剛
部
三
昧
耶
の
次
第
に

お
い
て
、

次
金
剛
部
三
昧
耶
印
言
。
順
逆
旋
転
也
。

或
金
剛
部
三
昧
耶
印
用
。
帰
命
僉
達
羅
尼
怛
羅
莎
訶
是
胎
蔵
地

持
印
言
也

。）
（5
（
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【
和
訳
】
次
金
剛
部
三
昧
耶
の
印
言
。
順
逆
に
旋
転
す
る
な
り
。

或
い
は
金
剛
部
三
昧
耶
の
印
を
用
う
。
帰
命
ゲ
ン
タ
ラ
ン
ヂ
タ
ラ
ソ
ワ
カ
（
こ
れ
は
胎
蔵
法
の
持
地
菩
薩
の
印
言
で
あ
る
。）

と
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
伝
法
院
流
の
次
第
に
お
い
て
は
、
金
剛
部
三
昧
耶
の
印
相
・
真
言
に
胎
蔵
法
の
持
地
菩
薩
の
印
言
を
用

い
る
よ
う
に
指
示
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
小
野
と
広
沢
に
お
け
る
作
法
に
も
相
違
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
小
野
・
広

沢
の
次
第
の
相
違
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
更
に
詳
細
な
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
何
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
現
今
、「
事
相
」
や
「
伝
授
」
と
聞
く
と
、「
阿

闍
梨
か
ら
弟
子
へ
と
伝
え
ら
れ
た
こ
と
を
、
そ
の
ま
ま

0

0

0

0

次
の
弟
子
へ
伝
え
る
」
も
の
で
あ
る
と
の
認
識
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

確
か
に
、
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
、
現
在
に
至
る
ま
で
密
教
の
修
法
が
連
綿
と
伝
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
し
、
阿
闍
梨
の
伝

は
当
然
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
周
知
の
通
り
、
東
密
に
は
多
く
の
流
派
が
存
在
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
流
派
に
よ
っ
て
作
法

が
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
幸
心
流
に
お
い
て
も
、
昭
和
三
一
年
か
ら
昭
和
四
一
年
の
一
〇
年
の
間
に
『
作
法
集
』
が
改
変

さ
れ
、
異
な
る
次
第
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
事
相
と
は
伝
統
を
重
ん
じ
な
が
ら
も
変
化
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
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註（
１
）『
要
法
授
訣
鈔
』
巻
中
（
吉
祥
院
所
蔵
写
本
・
一
四
丁
右
）

（
２
）『
覚
禅
鈔
』
巻
九
二
（
大
正
図
像
五
・
三
五
二
頁
下
）

（
３
）『
不
動
安
鎮
儀
軌
』（
大
正
二
一
・
二
八
頁
下
）

（
４
）『
一
髻
尊
陀
羅
尼
経
』（
大
正
二
〇
・
四
八
六
頁
中
～
下
）

（
５
）『
陀
羅
尼
集
経
』
巻
四
（
大
正
一
八
・
八
一
四
頁
上
）

（
６
）『
陀
羅
尼
集
経
』
に
お
け
る
七
日
作
壇
法
に
つ
い
て
は
、
駒
井
信
勝

「『
陀
羅
尼
集
経
』
に
お
け
る
灌
頂
儀
礼
を
め
ぐ
っ
て
」（『
智
山
学
報
』

六
〇
・
二
〇
一
一
）
に
詳
し
い
。

（
７
）『
覚
禅
鈔
』
巻
九
二
（
大
正
図
像
五
・
五
五
二
頁
中
）

（
８
）『
阿
娑
縛
抄
』
巻
一
七
三
（
大
正
図
像
九
・
五
五
九
頁
上
）

（
９
）
森
郁
夫
「
寺
院
の
地
鎮
・
鎮
壇
」（『
日
本
の
美
術
』
五
四
一
所
収
、

至
文
堂
・
二
〇
一
一
、
八
六
頁
）

（
1（
）『
阿
娑
縛
抄
』
巻
一
七
三
（
大
正
図
像
九
・
五
五
九
頁
上
）

（
11
）『
阿
娑
縛
抄
』
巻
一
七
三
（
大
正
図
像
九
・
五
五
九
頁
下
）

（
12
）
賢
暹
の
生
没
年
に
つ
い
て
は
、『
天
台
座
主
記
』（
第
一
書
房
・
一
九

七
三
、
八
六
頁
）
に
、「
天
永
三
年
壬辰

十
二
月
二
三
日
入
滅
年
八
十
四
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
換
算
し
た
。

（
13
）『
門
葉
記
』
巻
二
九
（
大
正
図
像
一
一
・
七
〇
二
頁
下
）

（
1（
）
尚
、
森
郁
夫
氏
は
五
宝
・
七
宝
の
埋
納
法
以
外
に
も
、
輪
・
橛
の
埋

納
法
の
東
密
・
台
密
に
お
け
る
相
違
も
指
摘
し
て
い
る
。
森
氏
は
そ

の
相
違
と
し
て
、
東
密
で
は
地
に
橛
を
刺
し
て
そ
の
上
に
輪
を
置
き
、

台
密
で
は
輪
を
置
い
た
上
に
橛
を
立
て
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
た

だ
し
、『
三
宝
院
流
洞
泉
相
承
口
決
』
巻
一
一
（
真
全
三
三
・
三
三

七
頁
上
）
に
は
、

穴
底
置
レ
輪
等
、
此
有
二
二
説
一
。
一
先
立
レ
橛
、
其
上
安
レ
輪
也
。

一
先
下
置
レ
輪
、
其
上
立
レ
橛
也
。
或
記
義
後
説
、
本
文
前
説
也
。

【
和
訳
】
穴
底
に
輪
を
置
く
こ
と
等
に
つ
い
て
二
説
あ
る
。
一

つ
は
、
先
に
橛
を
立
て
て
そ
の
上
に
輪
を
置
く
。
も
う
一
つ
は
、

先
に
下
に
輪
を
置
い
て
そ
の
上
に
橛
を
立
て
る
。
或
る
記
の
義

に
は
後
ろ
の
説
、
本
文
で
は
前
の
説
で
あ
る
。

と
あ
る
よ
う
に
、
動
潮
は
両
説
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
た
め
、
輪
・

橛
の
埋
納
法
の
相
違
が
東
密
・
台
密
の
相
違
で
あ
る
と
断
言
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
15
）
森
雅
秀
『
マ
ン
ダ
ラ
の
密
教
儀
礼
』（
春
秋
社
・
一
九
九
七
、
七
五

頁
～
一
一
〇
頁
）

（
1（
）
ヴ
ァ
ー
ス
ト
ナ
ー
ガ
に
つ
い
て
は
、
森
雅
秀
「
ヴ
ァ
ー
ス
ト
ゥ
ナ
ー

ガ
に
関
す
る
考
察
」（『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
一
四
二
・
二
〇
〇

二
）
等
に
詳
し
い
。

（
17
）「
小
野
」
を
仁
海
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、『
要
法
授
訣
鈔
』
巻
中

（
吉
祥
院
所
蔵
写
本
・
一
四
丁
右
）
に
、

此
法
雖
レ
有
二
多
種
一
於
二
醍
醐
一
用
二
小
野
仁
海
伝
一
。
題
下
有
二
小
野
伝
一

次
第
不
レ
言
レ
諱
、

准
云
二
小
野

一
仁
海
事
也

【
和
訳
】
こ
の
地
鎮
々
壇
法
に
は
多
種
あ
る
が
、
醍
醐
で
は
小

野
仁
海
の
伝
を
用
い
る
。（
題
の
下
に
「
小
野
伝
」
と
あ
る
次

第
に
は
諱
が
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
小
野
と
い
う
の
は
仁
海
の
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こ
と
で
あ
る
）

と
あ
る
こ
と
に
よ
る
。

（
18
）『
諸
尊
要
抄
』
巻
一
五
（
大
正
七
八
・
三
三
六
頁
中
～
下
）

（
1（
）
森
郁
夫
氏
前
掲
論
文
（
八
七
頁
）

（
2（
）『
要
法
授
訣
鈔
』
巻
中
（
吉
祥
院
所
蔵
写
本
・
一
四
丁
左
）

（
21
）『
要
法
授
訣
鈔
』
巻
中
（
吉
祥
院
所
蔵
写
本
・
一
四
丁
左
）

（
22
）『
厚
造
紙
』・『
秘
鈔
』
の
次
第
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
は
、
髙
井
観
海
『
密

教
事
相
体
系
』（
髙
井
前
智
山
化
主
著
作
刊
行
会
・
一
九
五
三
、
九

五
〇
頁
）
に
お
い
て
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
23
）
現
行
『
作
法
集
』
巻
下
（
一
七
頁
）

（
2（
）『
要
法
授
訣
鈔
』
巻
中
（
吉
祥
院
所
蔵
写
本
・
一
四
丁
左
～
一
五
丁
右
）

（
25
）「
作
壇
の
儀
礼
」
と
い
う
表
現
は
、
智
山
伝
法
院
選
書
『
智
山
の
真

言
③
―
胎
蔵
界
念
誦
次
第
に
お
け
る
真
言
の
解
説
―
』（
智
山
伝
法

院
・
二
〇
一
五
、
七
一
頁
）
に
拠
っ
た
。

（
2（
）『
青
龍
軌
』
巻
上
（
大
正
一
八
・
一
四
五
頁
下
）。
尚
、「
胎
蔵
法
」

の
次
第
を
比
較
し
た
も
の
と
し
て
、
髙
井
前
掲
論
著
（
三
〇
三
頁
～

三
一
三
頁
）
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
空
海
の
『
胎
蔵
梵
字
次
第
』

に
お
い
て
も
「
勧
請
地
神
」
が
説
か
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
『
胎
蔵

梵
字
次
第
』
で
は
、
作
壇
の
儀
礼
の
う
ち
、「
勧
請
地
神
」
の
み
な

ら
ず
「
作
壇
」・「
持
地
」
も
説
か
れ
て
お
ら
ず
、『
覚
禅
鈔
』
の
作

壇
の
儀
礼
と
相
違
し
た
た
め
、
扱
う
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。

（
27
）『
胎
蔵
界
口
伝
鈔
』
巻
上
（
智
積
院
所
蔵
十
冊
本
・
一
五
丁
左
）

（
28
）
昭
和
三
一
年
版
『
作
法
集
』（
二
七
頁
）

（
2（
）『
厚
造
紙
』（
大
正
七
八
・
二
七
八
頁
下
）

（
3（
）『
覚
禅
鈔
』
巻
九
二
（
大
正
図
像
五
・
三
五
五
頁
下
～
三
五
六
頁
上
）

（
31
）『
地
鎮
祭
文
幷
札
次
第
』（
川
崎
大
師
教
学
研
究
所
所
蔵
写
本
・
二
三
頁
）

（
32
）『
要
法
授
訣
鈔
』
巻
中
（
吉
祥
院
所
蔵
写
本
・
一
五
丁
右
）

（
33
）『
三
宝
院
流
洞
泉
相
承
口
決
』
巻
一
一
（
真
全
三
三
・
三
三
六
頁
下
）

（
3（
）
髙
井
前
掲
論
著
（
九
五
六
頁
）、
布
施
浄
慧
「
作
法
集
の
研
究
」（『
仏

教
文
化
論
集
』
二
・
一
九
七
七
、
一
一
二
頁
）

（
35
）『
鎮
壇
法
地
鎮
々
壇
合
行
法
』（
川
崎
大
師
教
学
研
究
所
所
蔵
写
本
・
四
頁
）

（
3（
）『
覚
禅
鈔
』
巻
九
二
（
大
正
図
像
五
・
三
五
六
頁
上
）

（
37
）『
要
法
授
訣
鈔
』
巻
中
（
吉
祥
院
所
蔵
写
本
・
一
五
丁
右
～
左
）

（
38
）『
要
法
授
訣
鈔
』
巻
中
（
吉
祥
院
所
蔵
写
本
・
一
五
丁
左
）

（
3（
）『
要
法
授
訣
鈔
』
巻
中
（
吉
祥
院
所
蔵
写
本
・
一
四
丁
左
）

（
（（
）『
覚
禅
鈔
』
巻
九
二
（
大
正
図
像
五
・
三
五
六
頁
上
）

（
（1
）
昭
和
三
一
年
版
『
作
法
集
』（
二
七
頁
）

（
（2
）『
不
動
安
鎮
儀
軌
』（
大
正
二
一
・
二
九
頁
上
）

（
（3
）
昭
和
三
一
年
版
『
作
法
集
』（
三
一
頁
）

（
（（
）『
覚
禅
鈔
』
巻
九
二
（
大
正
図
像
五
・
三
五
二
頁
中
）

（
（5
）『
伝
流
抄
』
巻
一
〇
（『
伝
法
院
流
聖
教
』
二
（
真
言
宗
豊
山
派
宗
務

所
弘
法
大
師
千
百
五
十
年
御
遠
忌
記
念
事
業
委
員
会
・
一
九
八
二
）

所
収
、
二
三
九
頁
上
）

【
付
記
】
本
稿
執
筆
に
際
し
、
川
崎
大
師
教
学
研
究
所
、
な
ら
び
に
吉
祥
院
御
山
主
布
施
浄
慧
師
よ
り
、
多
大
な
る
ご
高
配
を
賜
り
ま
し
た
。
衷
心
よ
り
深

謝
申
し
上
げ
ま
す
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
地
鎮
々
壇
合
作
法　

地
鎮
法　

鎮
壇
法　
『
作
法
集
』


